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（別記第２号様式 道民意見提出手続の意見募集結果） 

次期「北海道観光のくにづくり行動計画」（素案）についての意見募集結果 

      令和８年(2026年)１月 26日 
 

 次期「北海道観光のくにづくり行動計画」（素案）について、道民意見提出手続により、 

道民の皆様からご意見を募集したところ、４人、４団体から、延べ１４件のご意見が寄せられま

した。 

   ご意見の要旨及びご意見に対する道の考え方については、次のとおりです。 
 

意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

全ページ 

 

文中の表記として、「ニセコエリア」を意味

する場合は、「ニセコ」ではなく、「ニセコ

エリア」に修正してほしい。 

 

（団体） 

ご意見を踏まえ修文いたします。 

 

 

 

 

 

 Ａ 

12ページ 

 

行動計画に於いて、繁閑期の差を、なくすべ

く施策に関しての記述がない。施策の大きな

柱として繁閑差の解消をあげてほしい。 

 

（団体） 

・今後の施策推進の参考とさせていただきま

す。 

 

 

 

 

 Ｃ 

15ページ 

 

民泊の制限を強化してほしい。 

 

（団体） 

・今後の施策推進の参考とさせていただきま

す。 

 

 

 Ｃ 

22ページ 

 

・「オ 違法な観光関連事業」の例として、

海賊スキースクールについても言及してほし

い。 

 

（団体） 

・ご意見を踏まえ、文言を修正いたします。 

 

 

 

 

 

 Ａ 

22ページ 

 

・新たに「カ」を追記し、昨今の無許可によ

る開発について、観光資源保護の観点から、

北海道においては関係各所と連携し、法の整

備等を進めるよう、言及してほしい。 

 

（団体） 

・ご意見を踏まえ、文言を修正いたします。 

 

 

 

 

 

 

 Ａ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

23ページ 

 

・各市町村の観光資源の磨き上げは継続しつ

つ、宿泊税の使途など、北海道からも通過点

となっている市町村への支援や施策の検討を

してほしい。 

（団体） 

・今後の施策推進の参考とさせていただきま

す。 

 

 

 

 

 Ｃ 

30ページ 

 

有料でよいので、旅行者にゴミを捨てられる

ようなシステムを構築してほしい。 

（個人） 

・今後の施策推進の参考とさせていただきま

す。 

 Ｃ 

32ページ 

 

ＩＲは、治安悪化などの多くの懸念や恐れが

あることから、北海道に不健全施設は必要な

い。               （個人） 

・今後の施策推進の参考とさせていただきま

す。 

 Ｃ 

32ページ 

 

・新たな観光客の取込方法として IRを検討す

ることについて、反対する。    （個人） 

・今後の施策推進の参考とさせていただきま

す。 

 Ｃ 

32ページ 

 

・IR については、新たにギャンブル施設を設

置し、ギャンブル依存症の罹患者を増加させ

てまで行う必要性はないものと思料する。 

（個人） 

・今後の施策推進の参考とさせていただきま

す。 

 Ｃ 

32ページ 

 

・「コロナ禍を経て、インバウンドや国際会

議の需要が拡大」とありますが、インバウン

ドは統計などで「需要が拡大」が確認できる

ものの、国際会議は「需要が回復」という段

階ではないでしょうか。 

（団体） 

・インバウンド、ＭＩＣＥはコロナ禍で実質

ゼロとなっており、そこから需要が拡大して

いるとの趣旨で記載しています。 

 

 

 

 

 Ｂ 

34ページ 

 

国際会議も MICEに含まれるとの認識であるこ

とから、ページによって「国際会議」や「MICE」

の記載になっているので、例えば「国際会議

やインセンティブツアー」または、「国際会

議やインセンティブツアー等の MICE」とした

方が、わかりやすいのではないでしょうか。 

（団体） 

・ご意見を踏まえ修文いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ 
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意 見 の 概 要 意見に対する道の考え方※ 

34ページ 

 

MICE の推進に関する具体的な手法を明示した

方が良いのではないでしょうか。 

（団体） 

・ご意見を踏まえ修文いたします。 

 

 

 

 

 

 Ａ 

38ページ 

 

・指標項目「国際会議等の開催件数」につい

て、どのように算出方法についての明示。 

（団体） 

・開催件数は、ＪＮＴＯ基準での件数として

おります。本指標は、北海道総合計画のＫＰ

Ｉとしても設定しており、前北海道総合計画

の目標値である、2025 年・140 件を基準に、

毎年、2014年～19年の年平均増加件数である

1.6件の増加を目指すこととしております。 

 Ｅ 

 

  ※「意見に対する道の考え方」のＡ～Ｅの区分は次のとおりです。 

 Ａ 意見を受けて案を修正したもの 

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの 

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの 

Ｄ 案に取り入れなかったもの 

Ｅ 案の内容についての質問等 
 
   
 

問い合わせ先 

北海道経済部観光局観光振興課 

電話：011-231-4111（内線：26-564） 
 


